
鎌倉時代写「論語集解J断簡について(下)

高楕均

はじめに

した 『論詩集解J断簡について(と)J (f中溺

文化j 第 60号・ 2002年)に続くものである。全体の目次を示せば以 v下のよう

であり、(上)としてすでに発表したのはその内の 1より 4であるの

1 I新簡の概要

2 陸Jr簡経注のテキストの検討

3 I新j誌の書き入れ一一オコト点・声調・者言11

4 断簡の書き入れ一一一揖j本

5 断鰯の書:き入れ一一論語音義の校記

6 q射論j 資料から見た経典の読解と釈文の書き入れ

5 断舗の蓄き入れ一一論語音義の校記

ニの断簡の書き入れとして見逃すことができないものが、経典釈文・論語音

き入れであ

き入れられるのは、この断簡に限られるもの

ではなく、し=くつかの吉抄本論詩集解の中に毘られるもので、ある。今論語音義

人れられている吉抄本論語集解を挙げると、正和本、嘉暦本の二古抄本

があり、建武本と宗重本にはまったく蕃き入れは見られない。

入れられている論語音義を、現在通行している論

)と比べると、行文に異なりがある;まかり

く、さらに現行本論語音義には見えない条沼もある。そのような奥向が生

じた原因を考えてみると、さまざまの理由があるが、そのーっとして論語音義

が作られた際に用いられた論認のテキストと、その後に通行するようになった

キストの行文に疑問が生じたために、後に通行する論語のテキストiこ

もとづいて論語膏義が改められたことが大きい。そして、正和本、

き込まれている 後の改編を受ける以前の論語音義で、そのために
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られるので、ある (2)。

(以下 r~書き入れ

き入れ

き入れ論語音義が、

らにその記述内容が簡略である

比べて条日が少なくなっていること、さ

( 11話題点A) が J 入それと、 jE和本と

本とに書き入れられている論語音義が一致せず、その内容・条数に悲がある

(問題点日)、という;二l廷である。こうした問題があることを踏まえて、断簡に

いる論語晋義を検討してゆニう。

とi新簡に見える論語音識の書き入れ、さら

本、嘉!奮本に見える 入れのすべてを犠期し

次の表である。

[現行本青義] {断簡音義} [正和司王;慎二議] {嘉!持本密議}

(悪、夫) ーに鳥路皮下音符 鳥j践反 烏路!文

〔給翠〉 ~N之 副芦i之

(曾哲) 農護)支 議!習をj文 音昔

史記公曾蔵字額ー 史記公曾i境学習J

音赤 音赤 者議ミ

( f寺世) 才i払皮又如宇 夜i仰天又京1]字: 才師、)x又主IJ 才1弘J5Z:

(長平) 丁丈反 了丈!文j主 ?丈1.5( r丈!ズ

(母) 者無

く吾以)鄭本作己 鄭本{乍己

〈難針)乃旦反 乃jミ!文 乃1ミJjZ

( ( )内は、音義がつけられている経・注の詩句。即は、文字省略狩:

一一ーは音義が書き入れられていないことを示す)

今i折簡、;正和本、嘉!欝本という三本の論詩集解に書き入れられている

義を比べると、まず気づくことは、 l折衝への書き入れが最も多くて八条(

臆反音昔Jと「史記云曾蔵字哲Jとを一条と数える)で、次し

嘉暦本への書き入れはわずかに三条である点で、ある。このような吉抄本間に見

られる書き入れの条数の差が、先に指摘した問題点Bである。

断簡の八条と正和本の六条を比べると、
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は見えなし



とは、「曾哲 (i?J)Jについての条自と、 f語以j についての条目であ

るο 後者については 1鄭本作己j とあるように、字音を示す音義ではなく、テ

キストのJJlI司、しかもそれは当時の日本では直接見ることのできない論語鄭注

というテキストとの異向である。そうであれば、ニの音義は漢字の音や意味

しているものではなし晴、ら、書き入れをした人にとって論語を読み

解く場合に無用とみなされる可能性があったのかもしれない。あるいは、

を理解できない可能性があったかもしれない。この問題を含め、

入れが少なくなっている現自については、後でまた触れる。

次に、現行本論語音義と比べてどうであろうか。務fr簡の八条を現行本論語音

と比べると、現行本の音義も同じく八条で閉じであるが、内容に少しの違い

があるのその内「母 音無Jという条目は、現行本音義に見えて断簡には見え

ないが、それは経文が rf1J:Jとなっている場合に限って必要な音義である。と

ころが、断鮪(正和本、嘉!欝本も!司じであるが)の経文は、ここが f無j

作られていて、そのようなテキストでは必要ない音義であるから、書き入れら

れなかった可能性が高い。また断鮪に見える「音赤j は、現行本論語音義に

は見えない。この条 I~ については、後にまた検討する。このようにみてくる

と、 i折衝に容さ入れられている音義は現行本の音義と l引宏一致していて、それ

に f背指j の一条が加えられているという楚異になる。つま号、断簡の書き入

られている論語音義より、かえって現仔本

1ということになるのである。

る論語音義の書き入れについて、かねがねーつの

よ嘉暦本;こせよ、そこに書き入れられる

と比べて少なく、記述内容が簡略であるということであ

る(問題点もちろんその疑問は、現行本論語者義と比ベて生じる疑問で

あるが合その理由としてとりあえず考えられることは、以下のようなことであ

入れをした際にもとづいた、 日本に存在した論語

と大幅に異なっていたという見方である。しかし、そ

と嘉暦本とに書き入れられている音義の条数と内容になぜこのよ

るのかということを説明することは難しい。今ここで取り上げて

し、る範翻に限っても、!新簡で八条、そして正和本で六条、嘉暦本で三条と

あり、この傾向は、それぞれのテキストの全体にいえることである。この疑問

については、当時音義を諾抄本に書き入れた人が、書き入れるに際して音義を
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取捨しこ書き入れたからではないかと考えることもできそうである。だがしかし、

と違って音義を見ることもたやすくない時代に、お抄本に音義を書き入れ

ようと関る人が初めから昔義の書き入れを取捨するようなことがあるのだろう

か。当時すでに音畿が宣言視されていることは予想されるから、そうであるなら

ば、音義を取捨することなしにすべて書き入れるのではないか、というきわめ

な疑問である。しかしこれまで正和本、嘉暦本に記される帝識の者:き入

れの検討からは、その疑問を解くことはできなかっ

ところが、すでに検討したように断簡への音義の書:き入れは、 f音赤j をi除

いて現行本音義とほぼ一致している。ということは、断簡という域的にきわめ

て少ない証拠からの推論であるが、断簡に論詩音義を書き入れた人は、

文字の異同によって明らかに不必要で、あると判断される簡所を除いて、

取捨することなしに書き入れていたと言えそうであるの本l新簡はまっ

たく無昨為にもとの古抄本論詩集解から裁断されていると考えられるから、論

入れl玄関?簡の範簡に限られることではなし

断される以前の吉抄本論詩集解には、全体にわたって

、そのまま取捨されることなし

し支えないであろう。このことは、

き入れられた古抄本論詩集解が存在したということであり、私が1~三来抱いて

いた き入れについての続開を解決するものと

し冗えそうである会

i新簡に見える

は次のような推測をする。日

ある人がそれを読み、さらに該当する

入れた。っし

は、取捨選択して書き入れていったのではないか、という推測である。つまり

吉抄本論詩集解への音義の書き入れは、その所有者がそれぞれ個別

て密分のテキストに書き入れていったのではなくて、すでに音義が書き入れら

れているテキストを見て、音義などを含む校記を合わせて取捨選択しながら

き入れていったと推測するのであるω。それでは音義を取捨選択する基準と

は何か。次にそのことについて考えてみたいの

まず断簡に書き入れられている音義と正和本に書き入れられている昔義とを

比べると、前にも触れたように正和本のほうが二条少ない。少なくなっている

一条のうち、一条は f鄭本作己j という性本と集解本との兵問であっι v 
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き入れた人が、かり っていたとしても、顔i

のものが日本に将来されていた可能性は疑わしし 1から (5人それを闘に

することは殆どなかったであろうのすると、 r璃15本作巳Jを者:き入れる意味は

あまりないと判断されかねない。まして葬jst主本についての知識が無い場合には、

このような音義の記述内容が理解できない可能性があり、そうであれば不必要

とみなされて、別本に書き入れられる可能性はまったくなくなってし

まう。これは経典釈文・音義が、経蓄を読なことを目的とする実用警であると

いう性格を持つこととも関連する問題であるのかくしてこの条目は、音義の

転手のj際;こ取捨選択の対象となり、仮に正和本の書入れを行なった人の克てい

るテキストにこの条目があったとしても、正手n本に書き入れられることはなく

なってしまうのであるつこれが断簡に書き入れられている

入れられていない経緯ではないだろうか。次に f星躍反 音昔J

という条目であるが、断簡には記されているが正和本には

見えない。ただここで自を引くのは、 j患号館にはこの音義とあわせて「音赤j

と記されることであるの fW (哲)J については、現行本音義が f墨摩反j とい

う皮切を付しているが、それに f音赤j という音が示されることはないは

ずである(引っここから考えられることは、 f音赤Jとし 1う音注が論語音義に

もともと有ったものではなくて、日本で、音義の音注に倣って考案され付けられ

たものではないのかということである。難字である f哲(哲)JのE本漢字音

を知るためだけであれば、 f農藤反j としづ皮切〕よりも、「音赤j のほうが儲単

明瞭である。そこで、元来音義についていた「星歴反 音昔Jに加えて、

されたのである。もちろん、断簡に書き入れを施したものが、この

き入れたのかどうかまでを決めることはできないが。

そして正和本に音義を書き入れた人は、本来の音義である f星援反 音昔j を

捨てて、この「音亦j だけを書き入れたのではないのだろうか。その結果、五

「者赤j のみが記され、嘉暦本にも「音ホj だけが記されることとなっ

たのであろう。 f音部j という 入れは、音義がほとんど書き入れられてい

ない建武本論語集解にも記されていて、この音注の有用さを示している。ただ

が:五三和本に見えない理由は、今不明で、ある。

こうした傾向をさらにもう一歩進めて、難:字の傍らにカナで、読みをつければ

音注にかかわる音義の書入れも不要となる。建武本論詩集解、宗重本論語集解

などで音義の校記が消え、それに代わってカナの書き入れが増えたことが、そ

ているのではなかろう
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そこで、断織とこの二積の論詩集解とのカナの書入れを整理したのが次であ

る。

断簡 態武本

〔悪夫〕 ームーノ ニクム カノ 一一一 カ

〔給!患) キウ ヰヨウ

〔曾哲〕 ソウセキ ソウセキ

詰ニ赤

〔侍世〕 シサセリ シサ

〔長乎〕 タノレ チヤフタノレヲ 時一タノレ

〔母〕 ブーカレ ナカ

一-本;ニハ静ナカレ

〔吾以〕 ーレ モツテスノレコト ーア

〔難針〕 ハ¥カノレ ブノレ ノ、¥カノレ ブノレニ /". '¥カノレ コタブノレ

(一一ーは、仮名 されてないこと

これを克てわかるように、 に見える らしき 入れは、

建武本:に記される「音赤j だけで、他はすべて仮名による

なかでも断簡が[f寺さをJ(曾替) (長平〕につし

入れていないのに対して、建武本、

入れはない。論語音義の書き入れは、このよう

された時には、もはや不要となるのであるや

記
{
阿

断簡に見える 入れはわずか八条で、ある。しかし、

の音義の書入れからは知りえなかっ

以上から、経典釈文・論詩音義を論語の読解;こ

人々は、次のようにそれを受容していったものと推定する。

れの様相から見て、音義はまず最初に全ての条目が書き入れられ、次いでそれ

が取捨選択される形で次のテキストに書き入れられ、さらに漢字音については

音義に代わってカナが用いられるようになっていったという推定であるのもし

この推定が正しいと認められるならば、音義を最も多く撃さ入れている断簡が、

諸吉抄本論詩集解の中で最も古いテキストのーっとなる可能性がi高いといえる

のである。
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6 r的論j 資料から見た経典の読解と釈文の欝き入れ

前節で断簡に書き入れられている論説音義を中心にして、{也の iぢ抄本論語-集

き入れをも合わせ検討し、論語-7普義がどのように受け入れられたかと

いうことについて考えてみた。ここでは「附論Jとして、当時の資料に基づき、

日本の 1=I::Jtttにおいて経書経典釈文がどのように読まれ、それが著書き入れられ

たかということを検討することとする。残念ながら直接論語音義にま

ることはできないが、当時のありょうを知ることから、論語音義の書き入れの

状況を推測する拠りどころとなるであろう。取り上げる人物は藤原頼長 (1120

-1156) と彼の自記で、ある f台記j である。

棋長の f台記j から、彼方斗鎮めて熱心に中!~の古典を学んでいたことが明ら

かになる。彼にとって中閣の在典を学ぶことは、たんなる教養としてではなく

て、政治を行う i捺の指針。を身につけることであった。その範関は、左伝、ネし記、

け、

た

である、という

次のようであ

し

十羽 i事賞、

-[ヨ

ゴ自了巴、

石広範踏の書物であった。とりわ

(1143) にかけては、関心は左伝に集中してい

、政治に携わるためにはきわめて有用な審物

ら左伝の記事を拾うと

とを改行

ろうか。

正舟二十三日の f自今日見在簿Jとしづ書き方であるが、前から引き続いて読

んでいる場合でもこう記す。このように、 l嵐長が毎日といっていい抵ど左伝

1ることがわかるが、そこに左伝の釈文についての記事が見えるので、

それを抜勢きしてみよう。

j棄治元年八月二十三日奨来、

綬典稗=文巻第一、 F1~識、於宇治信見了。
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i棄治二年二月十八 lヨ

党左氏鵜文了、/'¥巻。

十九日

経典糠文七一巻、康治 }ギ錬巻首付、 il:f~J.六巻、 iぬ{寸J本晃子。

これら日 十三日焚来、終典将文宅害現寺 ω ，)本鍛。

了。j とあるから、 はまずは経典釈文のj芋録を読んだので、あるの

それから、康治二年月十八日には、このi時期集中して読んでいたらし

それは日記には記載がないが、六巻とあるから、

ことがわかるo 康治二年九月の「経典締文

年に経典釈文を読んだという、

されるように、

を持っていて、そのうちからたまた

んだのか、あるいは、序録と左伝釈文だけを持ってし

こまでは分からない。 J芋録…巻には f主主付j とあるから、

たというのである。もちろんそ

あるかは想像するしかないの

それぞれの経警にし治主なる

たか、

1る

とあるのは、その

経典釈文七巻と

る。経釈文

を読

そ

きを作つ

どのような内訴で

え

全体像を知る手がかりとしたのかもしれないのいずれにしても、頼長ーのような

中閣の審物に強い関心を持つ人物にとって、 j字鍬はきわめて興味を引き起こ

ったに違いなく、それが抜書よきを作るに価いする資料であると認めた

のであるc 左伝釈文六巻をどのように読んでいったのかも問題が残るところ

ある。「勘付本書:Jとある「勘付j とは、書物を読んでいて気付いたこと、重

要だと思われることを書きつけることであろうかの f本書Jとは、

指すのであろうか、それとも、左伝を指すのであろうか。釈文に釈

きを書きつけることは考えられなし、から、ここは左伝ととって、

とは、左伝に釈文を書き入れるような作業を意味すると想定するのである

し、ずれにしても頼長という人は、太平樹i覧を…百一

仕の行きかえりの車の中でそれを暗記しようと試みるような人である。

に関しては、頼長は、永治元年 (1141)に 十 巻 抄 首 付j 十巻

についての抜書き)を作り、また「間蒋例十六巻首付J(釈例十ブに巻について

の抜書き)を作ったと記している。彼が在伝の釈文を読むのはその翌年である。

額長が左伝の釈文を片端から読んで、いっては、左伝l中の難字の読音と意味、さ
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らに典文をたしかめ、河然のことながらそれの抜欝きを作るか、あるいは、そ

れを在伝の本文!宇!に書き入れていったということが考えられる。釈文の書き入

れは、このような過税を経て作られたものではないだろうか。ただ彼がこうし

きっくり書き入れた泊三倍、 te伝釈文は残念ながらし吋エれも現符しないの

さらにま ( 1148)十一月 自の条に、次のようなこと され

ている。

月十六日 j矢子、

i間余及俊通、論議四娘、講師皆任緯文答之、足感

開かれ、頼業が講師となり、 (頼長)と俊通

レし られたD 余及俊通j の「問Jは、者J

ということ、講論会の質問者であるつこうした講論会には、講師と問者があち

かじめ決められていた。「論議曲線j ということは、間箇所について議論があ

ったのだろうが、それが何についてであるかまでは分からないっただ「講師皆

と記すから、漢字の読音か意味か、または異文についてであろう

よりどころとしたもので、頼長は

したというのであるα ここで注目したいのが、頼

よって答えた点にあるつここから分かる

しい資料として使われており、そのことが、新鮮

よって記されているのである。頼長がはじめて左伝を読む

(1141)であり、左伝の釈文を見るのが藤治元年 (1142) であっ

あって、釈文がさらに多くの人々によって、それか

として用L、られるようになっていたということである。

(1144)七月二十五自の項には次のような記述が見える。

廿五日辛成、

自今日見向易縛文、…巻摘本。

また一巻である。この釈文は「摺本j であるというからには、

ってきた舶来物の版本の経典釈文で、極めて珍重されたであ

ろう。付け加えれば、頼長にとっても当時の人々にとっても、版本は牢本より

はるかに貴雪蓑zなものであつた。「播摺j本j とわざわさざ、

潤易釈文についてはさらに次のように記される。

五日甲車、

(9J 



関易揮文、委見之閥、毎 iヨ不過…枚、終夜、不合 iヨ I~Çj五夜、 7兄手書乎、今

回二子刻、終其功。

j笥易釈文をつぶさに読bと…日で「…枚J(…擦ということであろうか)、この

間徹夜すること問、五日、真夜中 12時頃にようやく写し終わった。とすると

版本の周易釈文を彼は誰かほかの人から儀:りたのであろう、それを七月‘

日から 10日ほどかけて読み、 写したことになる。

問易については、さらに次のように記される。

一月二十日州事、

自去十五段、玉三今日午刻、 j笥易所勘付之正義、

敦任等、

担問午、

周易稗文…巻。

締文、 興成佐、

十二月二十自の自記は、 j開易の表に正義、饗に釈文が f勘付j されている、そ

うした周易を五日 i習かけて成佐、教校等数人と読み合わせしたというのであ

る例。ここでいう f所勤付j とはどういうことか、般討してみようの

頼長が、周易に引き続いて周易正義を読んだのは、この年の四月から六月に

かけてであるο

周易見了。

天養元年四月二十八日

見易正義。

周 日

説宇I~違之所用主義、

そして、天養元年六月二十二日には周易正義を読み終わり、その経文を引き

比べ、一宇の脱落もないことを確かめ、正義の抜書きを作り、句読をつけて

いることがわかるc そして説の異なるところは、正義の説を「薬害j したと

す。周易釈文を読むのはこの年の八月である。こうしてみると、十二月二十日

に読んだ f周易所勘付j の「勘付j を具体的にいえば、すでに読んでおいた釈

文や正義の重要と思われることのメモ、抜書きなどが、 j司易の表(釈文)と

(正義)に書:き入れられていることを指すのであろう。 については、六月

一 一日の などが、この書入れに当たるはずである。 以上をまとめる

(10) 



と

易

一月三十日の記事 rJ詞JZ所勤付之疋義、議、鰐文、 とは、周

した巻子本の表に釈文が裳に正義が書き入れられているものを指

それを成佐、教任等と読んだのであるりこれらの記事は、巻子本の経書の

き入れることが一般的に行われていたことの明証とな

と

。
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例によってその年の読書記録である。

j詞易とそれぞれの釈文とのかかわりで、残念ながらこ

こには論語釈文は登場しない。だがたとえ頼長でなくとも、当時頼長と向じよ

うにして論語と論語音義を読んだ人がいるに違いないのである。それが、今論

認の 1=1コに残る論語音義の書入れなのではなかろうかつ

まとめ

以上主rr出の資料で‘ある論詩集解の断簡について検討を加えてきた(11)。

f論諾集解j が紙背文書の一葉として今日に伝わったもの

であるのこのj新鮪から明らかになることがいくつかあるつ断簡に記される論語

キストの系統としては中国に結わる系統ではなくて、日本に伝わ

る吉抄本の系統に属するの断簡に記される書き入れ、なかでも音義の書き入れ

は、日本に現存する最も古い古抄本である正和本の書き入れより多く、それを

と比べると音義がほぼそのまま書き入れられていることが分かる。

ニこから、論語音義は先ず初めは取捨されることなしに、論詩集解に書き入れ

られたものであることは明らかであ

このことは、当時論語を読む際にいかに音義が重視されていたかということ

のであるα しかしそうした音義の書き入れもやがて取捨されて書き入

れられるようになり、音義重視の傾向も変質し、とりわけ漢字音についてはカ

ナによる沓き入れが取って代わることになる。以上は断簡に見える

入れを中心として、正和本、嘉藤本及び他の古抄本に見える音義の書き入れの

状況をあわせ推測したことである。

総体的に判断して、 i折舗の書写された時期は、正和本と向時期かあるいはそ

れよりさかのぼる可能性があること、そうするとこの断簡は、現存する古抄本

のいずれよりも古いといえるかもしれない。

j主

( 1 )ここで月弘、た論語皆義は f北京間番館蔵宋刻本影印本J1984・上海古籍出版社
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である。

(2 )これらの11話題については、下記の拙稿を参n札
「経典釈文・論語造二義j 考(叫)ー(六)[平成pg;.や{平成七年 東京外|玄i語大学

論 集第 45葉一第 50集]

(3 ) 古抄本iこ書き入れられている論語音義は、後代の通行本論諦による修改を経て

いない音義であることはI~j らかで、ある。しかし今となっては当時の帝義を見ること

はできないわけであるから、浩二義の全容を会1]ろうとするには現行本論調音i誌に拠る

しか方法は摂い。さらにいえば、背義の記述内容の抱nì~日にわたっては;誌なりはあっ

ても、玉手識の全体がどうで、あったかという問題については、現行本音義を)和、て議

し支えないと考える。

(4) ei抄本論語集解!こいつごろから論詩膏義を書き入れるようになったのかわそも

そも論詩集解、経典釈丈・論語音義はいつi禁日本に舶載されたのかの日本国見高

番目錬にすでに論詩集解、経典釈文が記載されるが、はたしてこれが\l~ll寺の日本に

存寵したことを示すものなのか。し吋おれにしても、昔義に II~ らず、書き入れが始ま

るのには N 戸定程度の学問 1.の広がりを必要とすることであろう。この点については、

本稿 f6 附論 資料から見た経典の読解と釈文の書き入れj を参照。これは単に

論謡音義の書き入れの如何という問題ではなくて、大きくは 1:1本でし、かに中i請の学

的が受け入れられたか、ということとも関連するで、あろうの

(5 )日本i謁見在番問鯨iこは、 f論語十巻鄭立ちtJ と詑載されるが、果たして初本;に~"守

来されていたのであろうか。充分な検討をおこなっていないが、論語鄭?主が汀本に

もたらされていたかどうか続i習である

( 6) i暫(替)J '芋について昔義の皮切Jは{皐:般民j であり、広訟は f錫韻 先懇切j

とする。それに対して f音赤Jとなった場合、げれば広韻では f皆韻 悶J訂以;

であるから、 f哲(哲)J宇iこ f音赤j という告がつ;ずられることはありえないか

だi新簡;こは?音赤J のほかに「巣醸皮 音昔j とあり、「昔j であれば広鋲ほ f台

頭、 思、積j支j となり、「錫韻 先犠;反j と近くなるつ

また f哲(哲)について、陸Jr簡 入れられている青識は?忠勝反

であるが、現行本音義はただ f患踏反j とだけあって、 113a?わがないの f単勝

音昔j は、日本に吉く伝わっていた音義を示し、現行本音義に「背昔Jが無いのは

後になって首せられたためであろう。間じように f長乎j の断簡に記される斎譲は

f了丈反詑一司Jとあり、現行本常義には 11主一一j 部分がない。 f注--Jは主

ということの省略表現であろうが、現行本に無いのは、後になって詩JJられたちので

あろうっこのように断簡に記されるこのご例の音義は、し吋おれもかつて日本;こ存殺

した音義を、修改を経ないそのままの形で伝えたものであろう。

(7) r勘付本書j という記述の意味するところがよくわからない。 r勘付j とは、 f関

易m勘付之正義、裏、韓文、表Jという記述から見ても、書物を読んで、重要なこ

とを抜書きし、書きつける、ということであるらしい。

療治二年九月二十九日の項にはちその前に読んだ読書記鎌が記されていて、そ

(12) 



こに f本i7れという結が数伊j見えるが、 rIlWJ 1，:}-)j>-: fJi= Jはこの e伊jだけで、他は

本忍:誕jなどと記される。たとえば f尚喜正義三十巻、首付、者本語空襲j 左あるが、

これは、 、て抜きをつくり、それを「本書j の裂耐に書き入れたと

いうからlこは、尚:1!tt:lF..;(，主ではないJ}IJの尚舎に書き入れたものであろうっそこで f勘

付本書j の「本書j をA::イ誌ととって、 iJ:iえに釈Jどを喜子き入れたと見るのであるつ

( 8) Fl本lこi九尽くから伝わる抄本に代わって摺本が珍重されたことについては、九巨

t奇書籍考j 巻一(14諜表)に、台記政治:年九月三十九日の所見書問、!司年七月

!日日、!荷年 A卜…jヲ¥三日、 i珂jヲ:十四日の偵を引し、て言Jえがあり、その摺本につ

いて「所調摺本トノ¥北宋椴忠義単疏本ヲ指ス是泊リヒj探巻子紗本!、宋朝jf骨子板本ト

其1~疏瓦ニ行/、レシノ 経ナリ j という。

( 9) r表 r謀j というm語から見ても、このj拐易が巻子本の形をとっていたことは

!粥らカ、であるの

このことに関連して、近藤正斎はその 巻伊 (8楽表)に台記康治

て年七月十三日の僚を引いて訟のようにいうの fコレ布人柱本正義本間読/法ヲ見

ベシモ又『喜本書裟Jト孟ブハ正義月干婆ノトコロヲ抄出シ経校本ニ護審スノレト法コト

ナザ真展得ニスノレトぷヲ見レパ此本ミナ紗写巻子本ナリシコト知ベシj

近藤E斎が台記にもとづいて性本と正義本とが平行して読まれていたこと、そし

てiE.識が性本に裏書されているという指摘は注自に値する。私も本論文では「台

詑j のこの二点iこ枝問するのであるが、すでに近藤正斎が指摘していることには不

敏にして気付かなかった。このJ誌を特に注記する理由である会

(10) 又巻子本の誕に書き込まれた伊jとして、つぎのように見えるつ

様合元年五月 突己、

毛持i正Z王:義1間!開H

モよ持寺立正三義についての抜喜悉主きを作り、それを f生捷j;こ、 ?本経裏j というから、

毛持正義とは別本の f毛詩j の暴言{見Hi三番き付けさせたのであろうっ

(11 )事者;土最近新たに論語微子第断簡一葉を;取得したの断簡には、オコト点が用い

れていることから見て、鎌倉時代のものと推定されるが、カナが多時され、音義

の書き入れが見えないことなどから、本断簡より書写時期は下るのではないかと考

えるn 新得断簡については、機会をあらためて紹介するつもりである。

(大妻女子大学)

(13) 


